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 Ⅵ．教育実習の履修方法について  

【取得希望免許ごとに必要な教育実習】 

取得希望免許状 履修が必要な教育実習科目 現場実習期間 単位数 介護等体験※ 

中学校のみ 教育実習ⅠA・Ⅱ・Ⅲ・ⅠB 3週間または4週間 5 7日間 

高等学校のみ 教育実習ⅠA・Ⅲ・ⅠB 2週間（3週間の場合もある） 3 --- 

中学校及び高等学校 教育実習ⅠA・Ⅱ・Ⅲ・ⅠB 3週間または4週間 5 7日間 

※ 介護等体験についてはP144「Ⅸ．介護等体験について」を参照してください。 

【授業科目の構成及び履修条件】※1・2 

科目名 開講年次 
認定単位数 

履修（参加）条件 
中一種 高一種 

教育実習ⅠA 
3年前期 
（事前指導） 

0 0 

2年次終了までに 

①「教職論」2単位を修得していること。 
②「教育の原理」「発達と学習」「教育と社会」のうち 

2科目4単位以上を修得していること。 

ただし、中学校教員免許状取得希望者は教育実習Ⅱ履修条件を併
せて充たすこと。 

教育実習Ⅱ※1 
3年 
（主として参観
実習） 

2 履修不可 

① 2年次前期終了までに、「教職論」2単位を修得していること 
② 2年次開講の基礎免許の「教科教育法」を修得している 

こと※2 

③ 「教育実習ⅠA」を履修、または修得していること 

教育実習Ⅲ※1 
4年 
（参観及び教壇
実習） 

2 2 

① 3年次終了までに、「教育の原理」「発達と学習」「教育と社
会」の3科目6単位を修得していること 

② 3年次前期の「教育実習ⅠA」に合格していること 
③ 3年次開講の基礎免許①の「教科教育法」を前年度まで 

に、修得していること 

教育実習ⅠB 
4年後期 
（事後指導） 

1 1 履修条件は「教育実習Ⅲ」と同じ 

※ 条件が不足する場合、卒業時に免許状を取得することができなくなるので、注意して履修してください。また、教育実習は、特別な事情がない限り

各自の出身校及び基礎免許で行うことを原則とします。 

教育実習Ⅱ・Ⅲの履修方法について 

※1 履修方法については 

① 4年次に「教育実習Ⅱ」・「教育実習Ⅲ」を並行履修し、3週間実習を行う。 

② 2年間（3年次「教育実習Ⅱ」・4年次「教育実習Ⅲ」）にわたって履修し、各2週間ずつ実習を行う。 

の 2通りの履修方法がありますが、各自の教育実習予定校の受け入れ形態により決まります。 

詳細は、2年次開講の教科教育法（中学校用）の授業でお知らせします。 

※2 「セメスター留学」に参加する学生は、3年次に履修し、修得してください（卒業と同時に免許状を取得するた

めには、上記注1の①の方法で教育実習を行う必要があります）。 

小学校・幼稚園における教育実習について 

対象者へ別途指示します。 

特別支援教育実習の履修条件について 

特別支援学校教諭一種免許状の取得希望者は、基礎免許用の教育実習のほかに、「特別支援教育実習」（事前・事

後指導を含む）を行う必要があります。 

「特別支援教育実習」を受講するにあたっては、「特別支援教育総論」（1年次開講）2単位を修得し、「知的障害

児の教育」（2年次開講）「肢体不自由児の教育」（2年次開講）「病弱児の教育」（2年次開講）「障害児指導法」

（3年次開講）のうち3科目6単位を履修している必要があります。そのうえで、3年次の後期に開講する「特別支援

教育実習（事前指導）」の履修が求められます。 

 

 

  


